
平成 23年(2011年)3 月 30 日策定 

  平成 28 年(2016年)3月 31 日変更 

滋賀県資源管理指針 

 

第１ 滋賀県の水産生物資源の保存およ

び管理に関する基本的な考え方 

１．漁業概観 

琵琶湖は、湖面積６７０ｋｍ２、貯水量２７５

億ｍ３、湖岸線延長２３５ｋｍ、最大水深１０４

ｍの日本最大の湖で、１１９本(一級河川)の

流入河川を持ち、流出河川は南端の瀬田川

１本である。琵琶湖は、４００万年の歴史を有

する世界有数の古代湖の一つであり多くの

固有生物が生息している。 

海と隔絶された広大な閉鎖水域である琵

琶湖では、長い年月をかけて多くの固有種

を含む多様な魚介類が育まれてきた。現

在、琵琶湖に生息する魚貝類は、１０６種、

そのうち４４種は琵琶湖固有種である。 

琵琶湖には変化に富んだ環境が備わっており、沿岸域には岩礁・砂浜・砂泥底や水草帯

などが分布し、また、北湖には水深１００ｍにも及ぶ沖帯が広がっている。これらの複雑な環

境が、異なる生活環境を好む様々な生物に生息の場を与えており、これらを漁獲する独特

の漁具漁法が発展し、琵琶湖周辺の漁村では古くから漁業が営まれて、独自の食文化が

育まれてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁業生産については、昭和３０年頃には１０，０００トン前後あったが、それ以降急激に減

少し、昭和５０年代には５，０００～６，０００トンで推移した。しかし、平成に入ってから再び大

幅に減少し、平成２６年では漁獲量１，０５３トンとなっている。平成２６年の漁獲量の内訳を

あゆ沖すくい網漁船 鮒寿し 



魚種別にみると、アユ（コアユおよびアユ苗）が最も多く４０８トンで全体の４割を占めており、

次いでエビ(スジエビおよびテナガエビ)が７７トン、ワカサギが６５トンとなっている。琵琶湖固

有種で比較的漁獲量が多いのは、ニゴロブナおよびセタシジミであり、それぞれ５１トンおよ

び４３トンとなっている。平成２６年の漁獲量を漁業種類別にみると、定置網漁業が３３％と最

も多く、次いで刺網漁業が３２％、底引き網漁業が２８％となっており、これらの漁業種類が

全体の９割以上を占めている。その他として、アユ沖すくい漁業やたつべなどのかご類漁業

等の多種多様な漁業が営まれている。生産額については、昭和４０年代には７４３百万円だ 
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ったが、それ以降増大し、昭和５０年代後半から平成に入った頃には４，０００～５，０００百万

円で推移した。その後は、漁獲量の減少とともに生産額も減少し、平成２１年では１，１８７百

万円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．資源管理の実態 

セタシジミおよびニゴロブナでは、平成８年以降、資源管理型漁業推進総合対策事業に
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より資源管理を開始し、漁獲物の全長（殻長）制限の取り組みが行われている。 

平成１７年度からは、資源回復計画制度の下で「琵琶湖セタシジミ資源回復計画（平成 

１８年３月３０日公表）」、「滋賀県ニゴロブナ資源回復計画（平成１８年１０月６日公表)」に基

づき、漁獲物の全長（殻長）制限、禁漁期間実施の徹底による資源管理に取り組んできた。 

ホンモロコについては、資源回復計画制度等での取り組みは行われていないが、平成２４

年度から禁漁区域の設定による資源管理に取り組んできた。 

 

 
（１）セタシジミの資源管理の現状 

漁業種類 漁業調整規則(許可内容、制限または条件含む) 資源回復計画 

手繰第３種漁業 
(貝びき網漁業) 

・禁止期間：５／１～７／３１ 
・禁止区域：１ 近江大橋の車線区分線以南の琵琶湖および瀬田川、 

２ 内湖および内湖から琵琶湖に通ずる水路 
・全長等の制限：殻長１．５ｃｍ以下 
・漁具の制限：網目２．８ｃｍ以上 

・全長等の制限： 
殻長１．８ｃｍ以下

※ 
 
 
 
 
※ 委員会指示にて担保 貝掻網漁業 

・全長等の制限：殻長１．５ｃｍ以下 
・漁具の制限：網目２．８ｃｍ以上 

 
（２）ニゴロブナの資源管理の現状 

漁業種類 漁業調整規則(許可内容、制限または条件含む) 資源回復計画 

刺網 

・全長等の制限：全長15ｃｍ

以下 

・禁止区域：保護水面および

増殖場等(禁止期間：４／１

～７／３１) 

・禁止期間：１０／１～１１ 

・禁止区域：１ 滋賀県漁業調整規則別

表第１に掲げる区域以外の区域、 

２ 琵琶湖大橋堅田行き車線の車線区

分線から両側へ２００ｍの距離の線と湖

岸線によって囲まれた区域。刺網漁業

のうち網丈が３m以上の小糸網漁業は

琵琶湖大橋堅田行き車線の車線区分

線から北側へ５００ｍの距離の線以南

の琵琶湖および瀬田川 

・漁具の制限：網目６ｃｍ以上、網丈７ｍ

以下（和邇川右岸尻と野洲川右岸尻と

を結んだ線以北の琵琶湖においては

、１０ｍ以下）、網の長さ１把の長さ４０

ｍ以下、１操業時に使用する網の把数

５０把以内 

 

全長等の制限： 

全長２２ｃｍ以下※ 

採捕禁止： 

６／１～１２／３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※委員会指示にて担保 

手繰第１種漁業 
(沖びき網漁業) 

・禁止期間：５／１～７／３１ 
・禁止区域：琵琶湖大橋堅田行き車線

の車線区分線から北側へ５００ｍの距

離の線以南の琵琶湖 

小型定置網漁業 
・漁具の制限：網目０．８ｃｍ以上、ただし

３／１～１０／３１までの間においては 

０．９ｃｍ以上 

もんどり漁業 
・漁具の制限：網目６ｃｍ以上、袖網の間

口２ｍ以下 
 
 
 
 
 
 
 



（３）ホンモロコの資源管理の現状 
漁業種類 漁業調整規則(許可内容、制限または条件含む) 資源管理 

刺網 

・禁止区域：保護水面および

増殖場等(禁止期間：４／１

～７／３１) 

・禁止区域：１ 滋賀県漁業調整規則別

表第１に掲げる区域以外の区域、 

２ 琵琶湖大橋堅田行き車線の車線区

分線から両側へ２００ｍの距離の線と湖

岸線によって囲まれた区域。刺網漁業

のうち網丈が３m以上の小糸網漁業は

琵琶湖大橋堅田行き車線の車線区分

線から北側へ５００ｍの距離の線以南

の琵琶湖および瀬田川 

・漁具の制限：網目１．２５ｃｍ以上２．８ｃ

ｍ以下、網丈６ｍ以下、網の長さ１把の

長さ４０ｍ以下、１操業時に使用する網

の把数 ５０把以内 

禁漁区域の設定 

 

禁止区域：近江八幡市に

ある伊崎半島北端と東近

江市栗見出在家町地先

にある愛知川左岸尻を結

ぶ線と湖岸線とに囲まれ

た区域および大中の湖埋

立残存水面のうち東部承

水溝（通称伊庭内湖およ

び同湖から琵琶湖に通ず

る水路）※ 

対象漁法：刺網、沖びき

網、四手網、船上からの

投網※ 

 

禁止期間： 

４／１～４／３０※（Ｈ２４） 

４／１６～５／１５※（Ｈ２５、

２６，２７） 

 
※委員会指示にて担保 

手繰第１種漁業 
(沖びき網漁業) 

・禁止期間：５／１～７／３１ 
・禁止区域：琵琶湖大橋堅田行き車線

の車線区分線から北側へ５００ｍの距

離の線以南の琵琶湖 

小型定置網漁業 
・漁具の制限：網目０．８ｃｍ以上、ただし

３／１～１０／３１までの間においては 

０．９ｃｍ以上 

 

３．資源管理の方向性 

本県では、漁業調整規則等で規定されている採捕禁止期間や全長制限等の公的資源

管理措置の遵守を徹底するとともに、これまでに取り組んでいる資源回復計画に基づく取組

も含め、本指針に基づき漁業者の自主的な資源管理の取組を促進することにより、水産資

源の維持・回復を推進する。 

なお、本指針における公的管理措置とは、漁業関係法令に基づく各種規制(漁業権行使

規則および海区漁業調整委員会指示を含む。)を指すものとするが、公的管理措置であっ

ても従来自主的に実施されていた資源管理の取組であって、水産基本計画（平成１４年３月

閣議決定）に基づく取組の開始された平成１４年度以降にこれら公的管理措置に移行した

ものについては、本指針においては、自主的取組と見なし取り扱うものとする。 

 



第２ 水産生物資源等毎の動向および管理の方向 

１．セタシジミ 

（１）資源および漁獲の状況 

セタシジミについては、手繰第３種漁業(貝びき網漁業)［許可］、貝掻網漁業で漁獲され

ているが、漁獲動向は昭和３２年に６，０７２トンであったものが平成２６年には４３トンにまで

減少している。なお、主要漁場における単位面積あたりの採集個体数調査結果を見ると、

近年やや回復の傾向が見られる。 
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（２）資源管理目標 

貝桁網による主要漁場における単位面積あたりセタシジミ採集数を平成２６年度の 0.89

個体/㎡から平成３０年度には 2個体/㎡に増加させることを目標とする。 

（３）資源管理措置 

手繰第３種漁業(貝びき網漁業)： 

減少傾向にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規則、

許可内容を遵守するほか、自主的措置として、これまでに琵琶湖セタシジミ資源回復計

画（平成１８年３月３０日公表）で取り組んできた殻長制限の措置について引き続き取り組

むこととする。 

貝掻網漁業： 

減少傾向にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規則を

遵守するほか、自主的措置として、これまでに琵琶湖セタシジミ資源回復計画（平成１８

年３月３０日公表）で取り組んできた殻長制限の措置について引き続き取り組むこととす

る。 

 

２．ニゴロブナ 

（１）資源および漁獲の状況 

ニゴロブナについては、刺網漁業［許可］、手繰第１種漁業(沖びき網漁業)［許可］、小型

定置網漁業［免許、許可］、もんどり漁業［許可］で漁獲されているが、漁獲動向は漁獲統

計が整備された昭和６２年以降でみると、昭和６３年に１９８トンであったものが平成９年には

１８トンまで落ち込んだが、平成２６年は５１トンとやや増加してきており、回復の兆しもうかが

える。しかし、漁獲量は依然として低い水準である。 
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（２）資源管理目標 

ニゴロブナ当歳魚資源尾数を平成２４年度の５１８万尾から平成２９年度には１０００万尾

に増加させることを目標とする。 

（３）資源管理措置 

刺網漁業： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容、制限または条件を遵守するほか、自主的措置として、これまでに滋賀県

ニゴロブナ資源回復計画（平成１８年１０月６日公表）で取り組んできた全長制限の措置、

禁漁期間実施の徹底について引き続き取り組むこととする。 

手繰第１種漁業(沖びき網漁業)： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容、制限または条件を遵守するほか、自主的措置として、これまでに滋賀県

ニゴロブナ資源回復計画（平成１８年１０月６日公表）で取り組んできた全長制限の措置、

禁漁期間実施の徹底について引き続き取り組むこととする。 

小型定置網漁業： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容、制限または条件を遵守するほか、自主的措置として、これまでに滋賀県

ニゴロブナ資源回復計画（平成１８年１０月６日公表）で取り組んできた全長制限の措置、

禁漁期間実施の徹底について引き続き取り組むこととする。 

もんどり漁業： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容を遵守するほか、自主的措置として、これまでに滋賀県ニゴロブナ資源回

復計画（平成１８年１０月６日公表）で取り組んできた全長制限の措置、禁漁期間実施の

徹底について引き続き取り組むこととする。 

 

３．ホンモロコ 

（１）資源および漁獲の状況 

ホンモロコについては、刺網漁業［許可］、手繰第１種漁業(沖びき網漁業)［許可］、小型

定置網漁業［免許、許可］等で漁獲されている。漁獲動向は、平成７年までは１４７～３７２ト

ンあったが、その後急減し、平成１６年には５トンまで落ち込んだが、平成２６年は１４トンと

やや増加してきており、回復の兆しもうかがえる。しかし、漁獲量は依然として低い水準で

ある。 

（２）資源管理目標 

ホンモロコ当歳魚資源尾数を平成２５年度の３１２万尾から平成３０年度には１０００万尾に

増加させることを目標とする。 
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（３）資源管理措置 

刺網漁業： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容、制限または条件を遵守するほか、自主的措置として、禁漁期間実施の徹

底に取り組むこととする。 

手繰第１種漁業(沖びき網漁業)： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容、制限または条件を遵守するほか、自主的措置として、禁漁期間実施の徹

底に取り組むこととする。 

小型定置網漁業： 

低位な状況にある資源量を回復させるために、当該漁業においては、漁業調整規

則、許可内容、制限または条件を遵守するほか、自主的措置として、禁漁期間実施の徹

底に取り組むこととする。 

 

 

第３ その他 

本指針に記載している資源管理措置以外に、漁業者が自主的に行っている資源管理、

種苗放流、漁場環境保全活動等についても、引き続き実施するものとする。 

また、他の魚種や漁業への拡大についても検討していくものとする。  

 


